
3令和５年（2023年）２月15日号 広報
各種事業に参加の際はマスクの着用や手洗い・手指消毒などにご協力をお願いします。
また、咳や発熱など、体調不良の方はご遠慮ください。

FM放送「西東京市からのお知らせ（84.2MHz）」放送中！今号の内容は、２月15日㈬〜28日㈫の①午後０時45分　②午後８時（㈯・㈰を除く）から放送予定です。

□無償化の対象と要件
クラス年齢 要件 月額上限
０～２歳児 ● 保育の必要性の認定を受けている（新３号認定）

● 住民税非課税世帯 ４万2,000円

３～５歳児 ●保育の必要性の認定を受けている（新２号認定） ３万7,000円

　対象施設に支払った保育料・利用料などに対する
「子育てのための施設等利用給付」を受けるには、請
求手続が必要です（利用前に給付認定を受けている
方が対象）。請求方法は利用先により異なります。
※詳細は市kをご覧ください。
※次回の給付は、令和４年10月～令和５年３月分

（後期）を令和５年５月下旬に給付する予定です。▲

幼児教育・保育課n
　p042－497－4926

　無償化の対象となる認可外保育施設等を利用する方は、事前に子育てのため
の施設等利用給付認定を受けることが必要です。必ず、施設の利用前に手続を
行ってください。

□手続　申請書・就労証明書などの保育の必要性の書類を幼児教育・保育課（田
無第二庁舎２階）へ提出　※詳細は市kをご覧ください。
□締切日　３月３日㈮
※就労証明書などの用意に時間がかかる場合は申請書を先に提出し
てください。
□提出先　幼児教育・保育課（田無第二庁舎２階）▲

幼児教育・保育課np042－460－9842

幼児教育･保育の無償化に係る給付費（償還払い方式※)を受け取るには、請求手続が必要です

認可外保育施設等にお子さんが通っている方へ ４月から、認可外保育施設等にお子さんを通わせる方へ

※保護者は利用料などを施設へ全額支払い、後から市が保護者へ給付費を支払う方式

認可外保育施設等に通う子どもの認可外保育施設等に通う子どもの
幼児教育・保育無償化に伴う手続幼児教育・保育無償化に伴う手続

認可外保育施設、一時保育事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業などで、
市が無償化の対象施設となることを「確認」したものに限られます。詳細は市kをご覧ください。

無償化の対象となる
認可外保育施設等とは

市庁舎申告会場の混雑状況市・都民税および
簡易な所得税の確定申告

日 月 火 水 木 金 土
２月16日 17日 18日 19日閉庁

20日閉庁 21日 22日 23日閉庁 24日 25日 26日閉庁
27日閉庁 28日 ３月１日 ２日 ３日 ４日 ５日閉庁
６日閉庁 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日閉庁
13日閉庁 14日 15日

▲ �

市民税課n
　p042－460－9827・9828

①昨年の昨年の申告会場の混雑具合
❖混雑状況
● 待ち人数が10人以下…「空いています」
● 待ち人数が11人以上30人以下…「やや混雑」
● 待ち人数が31人以上…「混雑」
　上記の指標はあくまで目安です。相談内容により、待ち人数
が10人以下の場合でも、お待ちいただく場合がありますので、
ご了承ください。

②申告会場の混雑状況案内システム

　令和５年度（令和４年分）の市・都民税および簡易な所得税の確定申告に
ついて、下記のとおり申告会場を設置します。窓口の混雑状況やご相談の
内容によっては時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
□申告会場と開設期間（受付：午前９時〜午後４時）
● 田無庁舎２階：２月16日㈭～３月15日㈬
● 防災・保谷保健福祉総合センター６階：３月９日㈭～３月15日㈬
● 保谷東分庁舎（確定申告は提出のみ）：３月８日㈬まで

□窓口の混雑回避にご協力をお願いします
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申告の相談で来庁される際
には、次の２点をご活用いただき、混雑回避にご理解とご協力をお願いし
ます。
①①昨年の申告会場の混雑具合（下記参照）
②②申告会場の混雑状況案内システム
　②は市kまたは下記QRコードからご利用ください。

 比較的空いていました　  やや混雑しました　  混雑しました

混雑状況

令和５年度　保育園など入園募集（２次募集）
　１次募集選考の結果、欠員が出た市内保育園などの２次募集を行います。
i２月16日㈭（消印有効）までに、申込書などを〒188－8666市役所幼児教
育・保育課へ郵送または持参（田無第二庁舎２階）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、なるべく郵送での提出にご協力
ください。来庁する場合は代表者のみでお願いします。

※１次申込分の各種変更も２月16日㈭まで

※１次利用調整の結果および２次の欠員状況は、市kなどを
ご確認ください。▲

幼児教育・保育課np042－460－9842

手続などがもっと便利になります！
市では、市民の皆さんに身近な手続などが便利になるよう取組を進めています。各詳細は４月１日号・市kでお知らせします。▲

情報推進課np042－460－9806

□公共施設予約管理システムの新規利用者登録方法を一部変更
● ４月１日㈯以降に新規利用者登録をする方へ

これまでは、複数の施設を希望する場合は希望施設ごとに申請書類を提出する必要がありましたが、４月１日㈯以降は、複数の施
設を希望する場合は、そのうち１つの施設に書類を提出することで、希望する施設の手続を進めることができるようになります。

□「いこいーな西東京ナビ」アプリが３月31日㈮に終了
市民の皆さんが市からの情報を把握しやすくするため、「いこいーな西東京ナビ」アプリでの情報発信を市公式LINEに移行します。

□市公式LINEからオンライン手続のページにアクセスしやすくします
市公式LINEのメニュー画面にオンライン手続のページにアクセスできるアイコンを作成し、オンライン手続をしやすくします。

いこいーな
西東京ナビ

市公式LINE

市k

市k


